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はじめに 

平成 18 年４月１日から「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する

法律」が施行され天草市においても高齢者の虐待防止、虐待の早期発見に努めております。

この法律は、虐待を受けた高齢者に対する保護、養護者の負担の軽減を図ること等の高齢

者虐待の防止に資することを目的としています。天草市におきましては、高齢者支援課と

各地域包括支援センターが中心となって、高齢者虐待に対応しています。 

高齢者虐待防止の取組は、高齢者を虐待という権利侵害から守り、尊厳を保持しながら

安定した生活を送ることができるよう支援するものです。虐待という言葉から、高齢者の

養護者は加害者としてとらえがちですが、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支

援等に関する法律」の名称が示すとおり、高齢者虐待の取組には、養護者支援の視点が重

要と考えております。 

養護者支援により高齢者虐待を防止するためには、できるだけ早い段階で把握し、対応

することが必要です。そのためには、高齢者やその養護者の様子から、介護疲れや介護の

困難さなど、養護者が発するＳＯＳを的確に把握することが求められます。 

この「高齢者虐待防止・早期発見マニュアル」は高齢者虐待のサインに気づき、適切な

養護者支援につなぐための手引きとして、介護保険サービス従事者や介護支援専門員のみ

なさんに活用いただくことを目的として作成しました。高齢者虐待のサインに気づき、虐

待が疑われるような場合には、担当エリアの地域包括支援センターや市高齢者支援課にご

相談くださいますようお願いします。 

平成３０年４月   天草市 
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１． 高齢者虐待とは 

（１）養護者による高齢者虐待のとらえ方 

① 「高齢者」のとらえ方 

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（以下高齢者虐待

防止法という）では、「高齢者」を「65歳以上の者」と定義しています。 

「65歳未満の者」についても虐待が生じている場合には、対応すべき点においては、65

歳以上の者に対する虐待と変わりません。 

 また、65歳未満の者であって養介護施設に入所し、その他養介護施設を利用し、また

は養介護サービスの提供を受けている障害者については高齢者とみなして、養介護施設従

事者等による高齢者虐待の規定を適用するとされています。 

② 「養護者」のとらえ方 

高齢者虐待防止法では、養護者の定義を「高齢者を現に養護する者であって養介護施設

従事者等以外のものという」と定めています。 

「現に養護する」という文言上、「養護者」は当該高齢者の日常生活において何らかの世

話をする人を指すと解されます。具体的な行為として、金銭の管理、食事や介護などの世

話、自宅や自室の鍵の管理など、高齢者の生活に必要な行為を管理や提供していることが、

「現に養護する」に該当すると考えられます。 

 養護者は、必ずしも当該高齢者と同居していなければならないわけではなく、例えば、

近所に住みながら世話をしている親族や知人なども「養護者」であると考えられます。 

「現に養護していない者による虐待の場合」 

 現に養護していない者による虐待については、虐待を行っている者が「養護者」に該当

するかどうか（全く世話をしていないのか、過去はどうだったのか等）具体的な事実に即

して適切に判断する必要があります。 

また、「現に養護する」養護者は、同居人による高齢者への身体的・心理的・性的虐待

を放置した場合には、「養護を著しく怠ること」にあたり、高齢者虐待に該当します。 
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（２）高齢者虐待の定義と種類 

① 高齢者虐待の定義 

高齢者虐待は、「養護者」によるものと「養介護施設従事者等」によるものに分類され、

以下のように定義されています。 

    ○「養護者」による高齢者虐待  ※Ｐ1に記載 

    ○「養介護施設従事者等」による高齢者虐待 

養介護施設従事者等とは、老人福祉法及び介護保険法に規定する 

     「養介護施設」又は「養介護事業」の業務に従事する職員が該当します。これには、直

接介護に携わる職員のほか経営者・管理者層も含まれます。 

② 高齢者虐待の種類 

高齢者虐待防止法では、虐待の種類を５種類（身体的虐待、介護・世話に放棄放任（ネ

グレクト）、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待に分類しています。 

また、高齢者虐待防止法には、虐待の種類に分類されていませんが、高齢者の尊厳を

守るという観点から「セルフネグレクト（自己放任）」も虐待の一種としてとらえ、適

切な対応を図っていくことが求められます。
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虐待の種類 内容と具体的な例 

身体的虐待 暴力行為などで、身体に傷やあざ、痛みを与える行為や外部との接触を意

図的、継続的に遮断する行為 

≪具体例≫ 

◇平手打ちをする・つねる・殴る・蹴る 

◇無理やり食事を口に入れる 

◇身体を拘束・抑制する 

介護・世話の放棄・

放任（ネグレクト） 

意図的であるか否かを問わず、介護や生活の世話を行っている者が、その

提供を放棄または放任し、結果として高齢者の生活環境や、高齢者自身の

身体・精神的状態を悪化させていること 

≪具体例≫ 

◇入浴させずに異臭がする 

◇水分や食事を十分に与えられない 

◇必要とする介護・医療サービスを制限したり使わせない 

※同居人等による高齢者虐待と同様の行為を放置する 

 ・孫が高齢者に対して行う暴力や暴言行為等を放置する 

心理的虐待 脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的、

情緒的に苦痛を与えること 

≪具体例≫ 

◇排泄の失敗等を嘲笑する 

◇怒鳴る・ののしる・悪口を言う 

◇意図的に無視する 

性的虐待 本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為または

その強要 

≪具体例≫ 

◇排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する 

◇キス・性器への接触 

◇セックスを強要する 

経済的虐待 本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由

なく制限すること 

≪具体例≫ 

◇日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない 

◇本人の自宅等を本人に無断で売却する 

◇年金や預貯金を本人の意思や利益に反して使用する 

◇入院や受診、介護保険サービスなどに必要な費用を支払わない 

セルフネグレクト

（自己放任） 

自己の身体的、精神的な健康の維持にとって必要な医療や衣食住を拒むな

ど、生命や健康に悪影響を及ぼす状況に自ら追い込むこと 

≪具体例≫ 

◇脱水症状・栄養不足 

◇危機的、非安全な生活水準 

◇不衛生な住居 
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２ 高齢者虐待の予防 

（１）高齢者虐待の発生要因 

高齢者虐待において、意図的に悪意を持って高齢者を虐待しているというケースは少なく、

多くは、養護者の介護力不足や認知症高齢者の心身状況に関する知識不足などの要因が相ま

って、不適切な介護や虐待につながっていくことになります。 

発生要因（例） 

【虐待者や高齢者の性格や人格、人間関係】 

・虐待をしている人の性格や人格 

・高齢者本人と虐待をしている人のこれまでの人間関係 

・高齢者本人の性格や人格 

【介護負担】 

・養護者の介護疲れ 

・高齢者本人の認知症による言動の混乱 

・高齢者本人の身体的自立度の低さ 

・高齢者本人の排泄介助の困難さ 

【家族・親族との関係】 

・配偶者や家族・親族の無関心

【経済的要因】 

・経済的困窮

（２）養護者への支援 

高齢者虐待防止法では、養護者による高齢者虐待の防止および養護者による高齢者虐待を

受けた高齢者の保護のため、高齢者および養護者に対して、相談、指導及び助言を行うとと

もに、養護者に対して必要な措置を講ずることが規定されています。養護者への支援は虐待

の解消と、高齢者が安心して生活を送るための環境整備に向けて必要と考えられる場合に、

適切に行うことが求められます。 

① 高齢者と養護者の利害対立への配慮 

高齢者虐待対応においては、一人の対応者で高齢者、養護者へ支援を行うと、それぞれ

の利害が対立して根本的な問題の解決が出来なくなることを避けることが重要です。その

ために、高齢者への支援と養護者への支援はそれぞれ別の対応者（チーム）によって行う

必要があります。 
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② 虐待の発生要因と関連する課題への支援 

家庭内における高齢者虐待は、さまざまな要因によって引き起こされます。養護者が障

害や疾患、介護負担や生活上の課題を抱えており、それが虐待の要因になっているにも関

わらず、必要な支援に結び付いていないような場合には、虐待を解消させるために養護者

支援に取り組むことになります。 

③ 養護者支援機関へのつなぎ 

養護者が虐待発生の要因と直接関係しない疾患や障害、生活上の課題を抱えている場合

や、虐待が解消した後に養護者は引き続きこれらの課題を抱えている場合は、適切な機関

に繋ぎ、支援が開始されるよう支援を行うことが重要です。 

（３）高齢者虐待の予防 

高齢者虐待は、問題が複雑に絡み発生している事例が多く、各関係機関がそれぞれの専門

性を活かし、連携・協力して対応します。 

 社会福祉協議会の見守りネットワーク事業などと連携し、多様な福祉課題の解決にチーム

で対応していきます。 

 見守り体制を構築しながら、予防や早期発見等に努めていきます。 

 虐待を未然に防ぐ取り組みとして、関係機関向けに「養護者による高齢者虐待防止研修会」

「養介護施設従事者による虐待防止研修会」を実施していきます。 

 養護者による高齢者虐待の防止及び虐待を受けた高齢者の保護並びに養護者に対する支

援を適切に実施するため、天草市高齢者・障がい者虐待防止対策協議会を設置しています。 

以下の内容について協議を行っています。 

 ・地域における高齢者虐待防止対策の検討に関すること 

 ・高齢者虐待防止に関する地域及び各関係機関等の連携に関すること 

 ・高齢者虐待防止に関する啓発、研修及び情報交換に関すること。 

 ・その他高齢者虐待に関すること。 
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３ 高齢者虐待に関する各機関の役割 

（１）市（高齢者支援課） 

市では、高齢者虐待防止法により、高齢者虐待の防止、早期発見のための事業、高齢者の権利

擁護のための必要な援助を行うことを義務づけられており高齢者虐待の通報または届出を受理

します。 

 通報や届け出を受けた時は、虐待を受けている高齢者の安全確認及び事実確認のための調査を

速やかに行い、虐待が確認されたときには高齢者が安全で安心な生活が再構築できるよう地域包

括支援センターと連携して対応を行います。 

 成年後見制度の利用が必要な場合で、虐待等のため家族による申立が期待できない場合は、市

長が申立を行います。 

行政支所で相談・通報を受けた場合は、「高齢者虐待受付簿及び報告書」（様式１）※に虐待の

概要を記載し、管轄の地域包括支援センターに情報提供を行います。 

                           ※様式１はＰ１１に掲載 

（２）地域包括支援センター 

地域包括支援センターは、高齢者の権利擁護を行う機関として役割があります。高齢者の人権

に対する相談や虐待の届出、通報受理の窓口となり虐待や権利侵害を防止します。 

 通報を受理した場合は、市と連携して虐待の情報収集・事実確認を行うとともに、必要に応じ

て市の立ち入り調査への同行協力など行います。 

  相談・通報を受けた場合は「高齢者虐待受付簿又は報告書」（様式１）に記載し受付を行いま

す。 

◇相談・通報・届出の受付 

◇関係機関・団体等との対応協議 

◇立ち入り調査（警察署長への援助要請） 

◇虐待の認定（コアメンバー会議） 

◇相談・通報・届出の受付 

◇関係機関からの情報収集・事実確認 

◇ネットワークの構築 

◇援助方針の作成・モニタリング 

◇虐待対応ケース会議の開催等 
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（3）社会福祉協議会 

社会福祉協議会は、地域福祉見守りネットワーク事業により、地域の相談窓口として様々な機

関・住民より相談が入ってきます。虐待や気になる高齢者等を発見した場合は、市や地域包括支

援センター等に相談・通報などの連絡調整を行います。また虐待対応の終結後、地域で安心した

生活ができるために地域住民と協力した見守り体制の構築に期待が寄せられます。 

（4）介護支援専門員 

介護保険サービス利用者宅への訪問や高齢者及び家族からの相談、サービス事業者からの報

告等により、高齢者虐待を発見する早期発見者としての役割が期待されます。 

   虐待（虐待の疑い）のケースを発見した場合は家族の介護負担の軽減や介護保険サービスの

調整等を行います。 

本人や家族がサービスの提供を拒否したり、在宅サービスの提供のみでは、高齢者虐待の改

善が見込めない処遇困難ケースは、地域包括支援センター等が開催する高齢者虐待対応ケース

会議に参加します。 

虐待の相談・通報をする場合は、「高齢者虐待受付簿及び報告書」（様式１）に記載し、添付

資料として基本情報やケアプランなど合わせて地域包括支援センターに提出をお願いします。 

◇市や地域包括支援センターへの相談、通報 

◇関係機関や民生委員、近隣住民からの情報収集 

◇生活相談・困窮者世帯への支援 

◇成年後見制度の相談 

◇虐待終結後のケースの見守り（見守りネットワークの活用） 

◇市や地域包括支援センターへの相談、通報 

◇介護保険サービス提供事業者から情報収集 

◇虐待の解消に向けたケアマネジメントの実施 

◇市や地域包括支援センター職員との同行訪問等 
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（5）医療機関

医療機関は、受診等により高齢者の不審な怪我やあざ等の状況の把握や家族・養護者の様子や

変化を発見できる機会があります。 

  介入を拒む、高齢者や養護者に対して、診療を通じて医師の指導により必要なサービス利用等

につながることがありますので、サービスの利用等についての助言等、高齢者や養護者に働きか

ける等の役割を期待します。 

（6）民生委員・児童委員 

民生委員は、地域において相談や安否確認など住民が安心して暮らしていけるよう支援を行っ

ており、これらの活動を通して高齢者からの相談や家族等からの介護負担の相談に応じます。 

  また、「叫び声が聞こえる」とか「高齢者がおびえた様子である」などの身近な情報をキャッ

チし、相談窓口への連絡や通報が期待されます。 

  地域における虐待の早期発見・通報、見守り等の役割も期待されます。 

（7）サービス提供事業所 

介護保険サービスを高齢者に提供する事業者です。それぞれを提供時、虐待の発見、及び疑い

を持った場合は、介護支援専門員への報告とともに担当エリアの地域包括支援センターへの情報

提供が期待されます。 

  在宅サービスとしては、訪問介護、訪問看護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、通所

介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、短期入所、グループホーム、小規模多機能居宅

介護等があり、施設サービスとしては介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施

設等があります。 

◇怪我やあざ等の全身状態の観察 

◇虐待が疑われるような場合は、市又は地域包括支援センターに相談・通報 

◇緊急時は警察に通報 

◇サービスの利用等について、高齢者や養護者に働きかけ 

◇担当地区高齢者世帯の実態把握 

◇担当地区住民からの情報収集 

◇市や地域包括支援センターへの相談、通報 

◇虐待終結ケースの見守り 

◇虐待を疑われるような場合は、市または地域包括支援センターに相談、通報 

◇本人の言動や介護者の状況で気になる点があれば、介護支援専門員へ報告 

◇怪我やあざ等を発見した場合は、記録や写真等による情報収集と提供 

◇地域包括支援センターが開催する高齢者虐待対応ケース会議に参加する 



9 

（８）警察 

地域での生活安全に関する相談など受け、地域住民が安心安全に生活できるよう見守り等を行

います。 

  また、市が立入調査を行う際に、市の援助要請を受けて、円滑な調査ができるよう同行します。 

（9）地域住民 

地域で暮らしていく中で異変に気付いた時は、虐待であるかどうかの確信がもてなくても、市

や地域包括支援センターに相談・通報します。また、虐待対応が終結した場合でも見守りが必要

な世帯には、見守りチームの一員として期待します。 

◇被虐待者の保護 

◇虐待の制止 

◇立入り 

◇虐待者の逮捕等 

◇気になる高齢者の情報や虐待が疑われる場合は市や地域包括支援センターへの相談、通報 

◇虐待終結後のケース見守りや声かけ等 
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４ 養護者による高齢者虐待への対応 

高齢者虐待防止法では、高齢者の虐待防止及び適切な支援、虐待を行っている養護者に対する支

援について、市が第一義的に責任を持つことを規定しています。 

 虐待通報を受けた市は、虐待対応が終結するまで、地域包括支援センターをはじめ、様々な関係

機関と連携を図りながら対応します。 

（１） 相談・通報・届出 

高齢者虐待に関する相談は、本人・家族・地域住民の他、さまざまな機関から寄せられます。

その際、必ずしも「虐待」という言葉が用いられないまま相談が持ち込まれることも少なくあり

ません。 

  相談を受けた市（高齢者支援課）や地域包括支援センターでは「高齢者虐待 受付簿及び報告

書」（様式１）により、虐待の状況、家族関係などの最低限度の情報を聞き取ります。 

  確実な情報を得るために、市や地域包括支援センターには守秘義務があることを伝えること、

あいまいな表現はできるだけ避け、数値化するなどに留意することが必要です。 

・誰がいつ、どこで、どのように、どうしたか（見たのか、聞いたのか） 

・本人の氏名、居住地、心身の状況 

・高齢者と養護者の関係 

・介護保険サービスの利用状況（担当ケアマネやサービス事業所の確認） 

・通報者の情報（氏名、連絡先、高齢者や養護者との関係） 

※通報は匿名の場合、守秘義務で通報者は守れることを説明し確認をお願いします。それでも

匿名でという申し入れの場合は虐待と思われた内容を「高齢者虐待 受付簿及び報告書」（様式

１）により聞き取りを行います。 
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    　高齢者虐待　受付簿及び報告書 受付日・報告日 平成　　年　　月　　日作成

電話番号

氏 名 年齢 　　　　　　　 　　  歳　　

住 所 電話番号

家 族 構 成

虐待者または虐待をしていると

思われる者の氏名
続き柄

介護認定情報

介護サービス等
の利用状況

医療・受診状況

氏              名 住所

生　年　月　日 Ｍ・Ｔ・Ｓ　　  年　  　月　　  日　　　歳 性別　 男 ・ 女 続柄

経　済　状　況 □就労中（　　　　　　       　　　　　） 年金受給 あり ・ なし □無職

同　居　等　の　状　況 □同居　　　　　　　　□市内に別居　　　　　　　　　□市外に別居　　　　　　　　　□不明

□感じていない　　　　　　　　　　□感じている　　　　　　　　　　　□とても感じている

介護に対する知識・理解 □知識・情報の不足　□理解の不足　□サービス利用へ抵抗感　□その他（　　　　　）

包括受付印
※添付資料として、介護支援専門員からの報告書提供の場合は、本情報・
ケアプラン及び経過記録（居宅介護支援経過）等、分かる書類を提出してく
ださい。

虐

待

等

の

内

容

　身体的虐待　　・　 心理的虐待　　・ 　性的虐待　　・ 　経済的虐待　　・ 　介護放棄/放任

　＊該当する虐待区分に○をつけてください　　　　＊いつごろから、どのような状況が不安に思えたかをご記入ください

身　体　状　況
□健康　　　　　　　□病弱　　　　　□病気治療中（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□身体障がい　　　　　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　□不明

介　護　負　担　感
□他の家族の協力がなく孤立　　　　　　　　　　　　　　　□不明

□健康　　　　　　　□人格の偏り　　　　　　　　　□知的障がい　　　　　　　　□認知症

□家族外の人の介入を拒む　　　□アルコール等の依存症（　　　　　　　　　　　　　　　）

□精神疾患等（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　□不明

  独居  ・  夫婦世帯  ・  家族と同居  （　　　　　　　　）人世帯

　要支援（　　　）　　　要介護（　　　）　　　非該当　　　　申請中　　　未申請
有効期限：　平成　　　年　　月　　日　～　平成　　　年　　　月　　　日

    月　・　週　　　回/受診（医療機関名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

作成機関（支所・包括・居宅）

作成者氏名

養
護
者
等
の
生
活
状
態
等

  天草市

精　神　状　況

本

人

等

の

状

況

　天草市

様式１
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▽

▽

　　　　　☆市の担当窓口

   　　　　　・立ち入り調査（高齢者支援課）

　　　　　　・ショートステイ事業（高齢者支援課）

　　　　　　・やむを得ない措置（高齢者支援課）

　　　　　　・生活保護の検討（福祉課）

　　　　　　・ＤＶ法の活用（子育て支援課）

　　　　　　・障がい、精神保健との連携（福祉課）

　　　　　　・介護保険サービスの導入等（高齢者支援課）

　　　　　　・成年後見制度の活用（高齢者支援課）

　　　　　☆天草市社会福祉協議会担当

　　　　　　・地域福祉権利擁護事業の活用

　　　　　　　　(高齢者虐待相談窓口)

　　　　　　　天草市役所　

　　　　　　　高齢者支援課　地域支援係　 ２３－１１１１

　　　　　　　（高齢者虐待相談専用電話　 080-2799-1625）

　　【コアメンバー会議】
　　　構成メンバー：　市（高齢者支援課長(必要時）・係長・担当職員等）、地域包括支援センター
　　　内　　　　　容：　①　事実確認で収集した情報の整理
　　　　　　　　　　 　　②　虐待の有無と緊急性の判断
　　　　　　　 　　　　　③　対応方針の決定

▽

▽

  ③虐待対応ケース会議 （コアメンバーに加え支所担当者）

  ①情報収集と虐待発生要因・課題の整理

  ②虐待対応計画（案）の作成

　　　＊虐待の対応が必要ない場合

  ④対応段階の評価会議

　虐待対応の終結

▽

　　　養護者による高齢者虐待対応フロー図

【高齢者の安全、虐待が疑われる事実について確認】　（市、地域包括支援センター）

　　　　　　　　　　　　＊訪問調査の実施

　【初回相談の内容の共有と、事実確認を行うための協議　】　（市、地域包括支援センター）

　　　○双方の意見を良く聞き、冷静に判断しましょう。

　　　○事実の有無を確認・記録しましょう。

基本的な姿勢
　　　○本人と家族の双方に支援が必要です。

　　　　・虐待には様々な背景があります。

　　　　・介護の大変さや負担を理解しながら対応しましょう。

　　　　・虐待をしてしまった人を責めない環境を作りましょう。

相
談
・
通
報
・
届
出
の

受
付

情
報
収
集

事実確認

コ
ア
メ
ン
バ
ー

会
議

虐
待
の
対
応

虐
待
の
終
結

地域包括支援センター
市（地域支援係）

＊虐待の対応が必要な場合
○継続

○計画変更

市民からの相談

高齢者・養護者

警察・消防等

見守りネットワークからの情報提供

居宅介護支援事業所
サービス事業所

高齢者虐待 受付及び報告書

（様式 1号）作成 

高齢者福祉係 23-1111

地域包括支援センター

市（高齢者支援課）
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（２）高齢者虐待への対応の流れ

① 相談内容の判断 

初回相談を受けた場合、虐待対応の必要性の有無を地域包括支援センターと情報を共有します。 

② 情報収集 

庁内で収集できる情報（住民票・介護サービスの利用状況・各保険料等の滞納情報）と地域

包括支援センターで収集できる情報（ケアマネやサービス事業所からの話など）を共有し、事

実確認のための訪問をどうするか協議します。 

③ 被虐待者（高齢者）の安全確認と事実確認 

基本的に相談、通報から４８時間以内に実施します。被虐待者（高齢者）と虐待者（養護者）

の確認については、できれば担当者を変えての実施を検討します。 

④ コアメンバー会議 

地域包括支援センターにて高齢者や養護者の情報をアセスメント要約表に記載し、発生要

因の整理や課題のまとめを行い、その資料を基に、市の責任において、虐待の有無と緊急性

の判断を行い、当面の対応方針を決定します。 

⑤ 虐待対応計画に沿った対応の実施 

高齢者の生命や身体にかかわる危険性が高い場合や、放置しておくと重大な結果を招くおそ

れが予測される場合、市がやむを得ない措置等を活用し、迅速かつ積極的に分離保護の措置を

講じます。 

⑥ 終結 

   高齢者虐待の対応は必ず終結を迎えなければなりません。 

具体的には入院や施設入所、介護サービス利用調整などを行い、虐待の解消につながったか 

どうかを判断します。終結の判断には「虐待が解消されたこと」と「高齢者が安心して生活を 

送るために必要な環境が整ったこと」が確認できることが必要です。終結後は総合相談支援・ 

権利擁護支援や包括的・継続的ケアマネジメント支援に移行し、支援を継続していきます。 

【会議メンバー】 

高齢者支援課長（緊急性が高く分離等が必要な場合等） 

高齢者福祉係（係長・担当者）地域支援係（係長・担当者） 

地域包括支援センター（２職種以上） 

【検討内容】 

・緊急性の判断・虐待の認定・総合的な対応方針の決定・虐待の発生要因 

・課題の整理・虐待対応計画の素案・今後の対応と目標、役割分担と期限の設定 
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市は虐待の防止および当該高齢者の保護を図る必要があると判断した場合、適切にやむを得な

い事由による措置を実施します。 

  相談内容や事実確認によって、高齢者の生命または身体に重大な危険が生じているおそれがあ

ると認められる場合など、高齢者に対する養護者に対する高齢者虐待の防止および当該高齢者の

保護を図るため必要がある場合には、適切に老人福祉法第１０条の４（居宅サービスの措置）、

第１１条第１項（養護老人ホームへの措置、特別養護老人ホームへのやむを得ない事由による措

置、養護受託者への委託）の措置を講じることが規定されています。 

■ 緊急性が高いと判断できる状況 ■ 

１．生命が危ぶまれるような状況が確認される、もしくは予測される 

・ 骨折、頭蓋内出血、重傷のやけどなどの深刻な状況が予測される 

・ 極端な栄養不良、脱水症状 

・ 「うめき声が聞こえる」などの深刻な状況が予測される 

・ 刃物、食器等を使った暴力や脅かしがあり、エスカレートすると生命の危険性が 

予測される 

２．本人や家族の人格や精神状況に歪を生じさせている、もしくはそのおそれがある 

・ 虐待を理由として本人の人格や精神状態に著しい歪が生じている 

・ 家族の間で虐待の連鎖が起こり始めている 

３．虐待が恒常化しており、改善の見込みがない 

・ 虐待が恒常的に行なわれているが、虐待の自覚や改善意欲がみられない 

・ 虐他者の人格や生活態度のかたよりや社会不適応行動が強く、介入そのものが 

困難で改善が望めそうにない 

４．虐待者本人が保護を求めている 

・ 高齢者本人が明確に保護を求めている 

【やむを得ない事由による措置の種類】 

・訪問介護    ・通所介護    ・短期入所生活介護    小規模多機能居宅介護 

・認知症対応型共同生活介護     ・特別養護老人ホーム   養護老人ホーム 
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「やむを得ない事由の措置」のフロー図 

包括支援センターから高齢者支援課に報告

本人へ面接し、身体状況等の確認 

必要があれば、専門職が同行訪問 

各 担 当 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 

連絡者、及び関係機関から電話等により、必要な情報の収集を行う。

評価会議（おおむね1カ月を目途） 

やむを得ない事由の要件が解除できるよう

今後の方向性を協議（施設・行政） 

成年後見制度の申立てのための調査を

行い、申立てを行う者がいない場合は市

長による審判請求を行う。 

緊急対応（措置）が必要 

判断能力が

ない場合 

必要な情報収集及び実態把握のための訪問調査を行う。 

調査等で得た情報を基に緊急対応（措置）の必要性について検討を行う。（コア会議の開催） 

課内および地域包括支援センターにおいて、措置が必要な理由等を確認。 

受入可能な事業所の検討など 

措置を行うための関係機関との連絡・調整を行う。 

措 置 開 始   

終結（措置の解除） 

やむを得ない事由の措置が必要な高齢者（被虐待者、認知症高齢者等） 

緊急対応（措置）は不要 

地域包括支援センターが中心

となって、支援を行う。 

入所期間の目安： 

おおむね3か月以内 

高齢者福祉係 
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５ 養介護施設従事者等による高齢者虐待について 

「養介護従事者等」は養介護施設又は養介護事業の業務に従事する者で、直接介護に携わる職員の

他、経営者や管理者も含まれます。 

（１）「養介護施設」「養介護事業」の定義 

養介護施設 養介護事業 

老人福祉施設 老人居宅生活支援事業 

有料老人ホーム 居宅サービス事業 

地域密着型老人福祉施設 地域密着型サービス事業 

介護老人福祉施設 居宅介護支援事業 

介護老人保健施設 介護予防サービス事業 

介護療養型医療施設 地域密着型介護予防サービス事業 

地域包括支援センター 介護予防支援事業 

① 養介護施設従事者等による高齢者虐待発生要因 

養介護施設従事者等による虐待は、人間関係のストレス、虐待行為に追い込まれる労働条件等も

要因の一つと言われています。虐待は様々な要因が複雑に絡み合って発生し、高齢者の生命や身体

に危険が及ぶことがあることから、早い時期に関係機関で介入する等して、虐待を防止することが

大切です。 

発生要因（例） 

【職員の知識・技術の問題】 

・認知症や身体拘束廃止などの知識や技術が十分でないこと 

・必要な研修や、勉強会など知識を増やす機会がないこと 

・倫理、法令遵守の必要性の理解が十分でないこと 

【施設の体制による問題】 

・あるべき高齢者介護の方針がなく、職員が介護の方向性を決められないこと 

・業務改善の仕組みが整っていないこと 

・業務負担を軽減するための取組が不十分で、適切な介護が提供できないこと 

・法令に基づく適切な人員配置・施設整備がなされておらず、職員の負担が大きく適切な介護が提

供できないこと 
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（２）養介護施設従事者等による高齢者虐待への対応 フロー図 

通報・相談の窓口は高齢者支援課です。 

１ 通報・届出等の受付 

２ 事実確認の準備 

３ 事 実 確 認 

４ ケース会議（コアメンバー会議） 

５ 改善計画 

６ モニタリング・終結 
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（３）養介護施設従事者等による高齢者虐待対応の流れ 

①相談・通報・届出 

養介護施設従事者等による相談窓口は市の高齢者支援課となります。地域包括支援センターで

相談を受けた場合は、速やかに市に相談・通報を行います。 

高齢者虐待に関する通報や届出、相談は様々な関係者から寄せられます。また、訴えの内容も

相談者の主観が混在していることも少なくありません。 

  虐待の通報の経路、時間、直接聴取した内容、さらには通報した内容の事実部分（「あざがあ

った」「馬鹿野郎」と怒鳴っていたなど）と印象部分「怯えた様子だった」「不快そうな表情をし

ていた」等を分けて記録することなど注意します。 

また、養介護施設や養介護事業所では養介護施設従事者等から通報が発生することが見込まれ

ます。通報者は相談にあたっては、後ろめたさを持ちながら相談してくることも想定でき、その

ような場合には曖昧な表現などになることが考えられるので、通報を受ける側でしっかりと留意

しておき、必要に応じて説明することで、相談者が事実を話しやすくする状況を作ることを心が

けます。 

  養介護施設従事者等による虐待の通報義務

高齢者虐待防止法では、養介護施設従事者等による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した

者に対し、速やかに市に通報しなければならないと義務を規定しています。これは、発見者が養

介護施設従事者等の場合であっても同様です。 

  守秘義務との関係

高齢者虐待防止法では、養介護施設従事者が養介護施設従事者等による虐待の通報を行う場合、

刑法の秘密漏示罪その他の守秘義務に関する法律の規定は、虐待の通報を妨げるものと解釈して

はならないと規定しています。 

  不利益取り扱いの禁止

高齢者虐待防止法では、養介護施設従事者等が養介護施設従事者等による虐待の通報を行う場

合、通報等をしたことを理由に、解雇その他不利益な取り扱いを受けないことを規定しています。 

養介護施設従事者等から相談や通報を受ける際に前提となる考え方です。 

基本的に養介護施設従事者等による高齢者虐待に対する対応の考え方は、虐待の犯人捜しをす

ることではなく、虐待が行われるに至った状況を解決し、虐待が再発しないようにすることが

目的です。 
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養介護施設従事者等による高齢者虐待通報・届出受付票    

受付日 
平成 年  月  日 （ ） 

午前／午後  時  分～  時  分 
部署  

対 応

者 

受付方法 
□電話 □来所 □郵便 □電子メール 

□その他（        ） 関
係
性

□本人  □家族親族等（続柄：  ） 

□当該施設・事業所従事者（□現職 □元職員）

※公益通報の説明 □未 □済 

□その他（            ）

通報者 

氏 名 
□匿名 

□男□女 

歳位 

住 所  

電 話  携帯電話  

E-mail  連絡の可

否
□可能  □拒否  □その他（     ） 

通報内容の 

把握状況 
□通報者のみが知っている  □他にも知っている人がいる（                 ） 

要望等 

【当該施設・事業所の状況】 

施設・事業所名  事業種別  

法人名  法人種別  

所在地  電 話  

備 考  

【本人の状況】 

氏  名 
               □

未確認 

生年月

日 
□明治□大正□昭和  年  月  日   歳 □不明 

性  別 
□男 □

女 

利用開始

日 
  年  月  日 保険者 

□当該市町村  

□他市町村（       ） 

居  所 
□自宅 □通報先施設（         ） □病院（         ） □その他（        ） 

    ※通報先施設・入院先の階・部屋番号：    階    号室 

住  所 
□不

明 

住民票登録住所 

 □同左 □異 

電  話 
□自宅           □不明 

□携帯 
その他連絡先       （続柄：   ） □不明 

介護認定 □要支援（  ） □要介護（  ）  □申請中（  月  日） □その他（    ） □不明 

認知症 □なし □あり（程度：          ／ 会話の可否：□可能 □困難 ）     □不明 

疾 患 □一般（         ） □精神疾患（          ） □難病（         ） 

身体状況               □不明 障害手帳 □有（等級：   種別：  ）□無 □不明 

経済状況               □不明 生活保護受給  □なし  □あり  □不明 

利用サービス □不明 介護支援専門員 □不明 

状  態 □助けを求めている  □訴えがない（無反応）  □その他（            ） □不明 

【家族等の状況】 

家 族 

氏 名    □不明 【家族構成】 

性 別  □男 □女 続 柄  

住 所 
〒 

□通報者に同じ □不明 

連絡先 
□通報者に同じ □不明 

通報内容
□知っている（□通報者である）  

□知らない  □不明 

後見人 

□なし □補助 □保佐 □後見 □任意後見 □申立て中（□補助 □保佐 □後見）  □不明 

氏 名 （法人名：担当者名）                          □不明 

連絡先                                     □不明 

通報内容 □知っている（□通報者である）    □知らない  □不明 

備 考  
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【主訴・通報の概要、虐待（疑い）の状況】 

相談内容  

発生日時 
平成  年  月  日（ ） 

午前／午後  時 分頃 
発生場所  

虐待を行っ

た疑いのあ

る職員名又

は特徴 

               □複数 □不明  職種 □不明 

虐待の可能

性 

（具体的 

行為） 

□平手打ちをする。つねる。殴る。蹴る。 

□緊急やむを得ない場合以外の身体拘束・抑制をする 

□汚れのひどい服を着せたままにする、おむつが汚れている状態のままにするなど、日常的に不衛生な状態

を放置する 

□ナースコール等を使用させない、手の届かない所に置く、職員が対応しないなど、高齢者の対応を放置又

は無視する 

□必要な用具の使用を限定し、高齢者の要望や行動を制限 

□怒鳴る、ののしる、「追い出すぞ」など威嚇的な発言や態度、「死ね」「臭い」「汚い」など侮辱的な発言や

態度 

□排せつや着替えの介助がしやすいという目的で、下（上）半身を裸にしたり、下着のまま放置する 

□人前で排せつをさせたり、おむつ交換をしたり、その場面を見せないための配慮をしない 

□本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限する 

□事業所に金銭を寄付・贈与するよう強要する 

□その他 

情報源 
□実際に見た・聞いた  □本人から聞いた  □記録を見た   

□その他（                 ） 

特記事項  

【虐待の可能性（通報段階）】 

虐待の可能

性 

（通報段階） 

□身体的虐待の疑い  □放棄・放任の疑い  □心理的虐待の疑い 

□性的虐待の疑い  □経済的虐待の疑い 

□虐待とは言い切れないが不適切な状況（                            ） 

【今後の対応】 

 □養介護施設従事者等による高齢者虐待の疑いとして対応 

□高齢者虐待通報受付対応所管課長への報告  （   月   日（ ）午前／午後  時   分） 

□関係部署への報告             （   月   日（ ）午前／午後 時   分／担当者：      ） 

□事実確認に向けた検討会議の開催予定    （   月   日（ ）午前／午後 時   分～／場所：      ） 

□都道府県への連絡             （   月   日（ ）午前／午後 時   分／担当者：      ） 

 □養護者による高齢者虐待の疑いとして対応 （担当課：   ） 引継日時（  月  日（ ）午前／午後  時  分） 

□その他（                                                 ） 

社団法人日本社会福祉士会作成（出典：東京都健康長寿医療センター研究所（東京都老人総合研究所）作成帳票類等）
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② 事実確認の準備 

通報等の内容や収集した既存情報から養介護施設従事者等による高齢者虐待が疑われる場

合には、速やかに事実確認を行います。 

③ 事実確認 

事実確認は、監査（立入検査等）、実地指導、任意調査（虐待通報）の中から適切な方法を

検討し実施します。 

○基本的には養介護施設及び養介護事業所へ訪問し事実確認を行います。 

確認方法は虐待を受けたと思われる高齢者の保護を最優先とし高齢者本人の状況の確認と

聞き取り調査から実施します。 

その他の入居者にも虐待が疑われる場合には面談を行います。 

○養介護施設従事者（職員）への聞き取りや関係書類の確認を行います。 

○養介護事業所及び養介護施設に訪問して事実確認を行う場合には、施設側に対し、虐待通

報があり事実確認のために訪問することを告げ、通報者に対しての守秘義務を配慮しつつ、

十分な事実確認が行えるよう協力を要請します。 

④ ケース会議（コアメンバー会議） 

事実確認の結果をもとに、虐待事実の判断を行います。虐待ではないと判断した場合には、

虐待対応以外の対応に切り替えて指導内容等を検討します。 

被虐待者（高齢者）の生命、身体に危険が生じている場合には、医療機関への受診や入院、

措置等による保護の必要性を判断します。 

 市で対応する方法 

  やむを得ない事由による措置の検討

  成年後見制度の活用（市長申立の検討）

虐待や不適切なケアが認められた場合には改善指導の対象となります。 

なぜ、そのような行為に至ったのか、養介護施設・事業所側の取組や管理運営上のどこに問

題があるのか、発生事案に対して、適切に対応できたのか等を検討します。 

⑤ 改善計画 

事実確認の結果、改善が必要と考えられる事項を整理して通知するとともに、期限を定めて

指導内容に準じた改善計画の提出を求めます。 

⑥ モニタリング・終結 

高齢者の生活状況、事業所の改善取り組みを中止に確認・点検をします。虐待が解消し、高

齢者が安心してサービス利用できるようになったと確認できた場合は終結と判断します。 
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６ 高齢者虐待に関する相談窓口 

■天草市内の高齢者虐待相談窓口 

○ 天草市高齢者支援課（高齢者福祉係）

天草市東浜町８－１ 

TEL ２３－１１１１  虐待等携帯電話  080-2799-1625 

○ 天草地域包括支援センター 

地域包括支援センター名 所在地 電話 担当地区 

１ 
天草中央地域包括支援センター 

なでしこ

〒863-0012 

今釜町3412-6 
66-9300 本渡南、本渡北、本町 

２ 
天草北地域包括支援センター 

きずな

〒863-2201 

五和町御領9133 
32-2115 佐伊津、旭町、五和町 

３ 
天草南地域包括支援センター 

うぐいす 
〒863-0046 

亀場町食場854－1 
24-4115 

亀場町、枦宇土町 

楠浦町 

宮地岳町、新和町 

４ 
天草西地域包括支援センター 

さざんか 

〒863-1215 

河浦町白木河内223－12 
76-1611 

天草町（大江向を除

く）、河浦町 

５ 
天草牛深地域包括支援センター 

すいせん 
〒863-1901 

牛深町2286-103 
72 1133 

牛深町、久玉町、魚貫

町、二浦町、深海町、 

天草町の一部（大江

向） 

６ 

天草東地域包括支援センター 

あじさい 
〒86１-6303 

栖本町馬場179 
66－2266 

志柿町、瀬戸町、下浦

町、有明町、倉岳町、

栖本町（御所浦町） 

〃 御所浦サブセンター 
〒866-0313 

御所浦町御所浦3527 
67－1777 御所浦町 

○市関係機関 

名     称 所  在  地 電 話 番 号 

天草市役所  高齢者支援課 東浜町８－１ ２３－１１１１ 

〃  牛深支所 牛深町２２８６－１０３ ７３－２１１１ 

    〃  有明支所 有明町赤崎３３８３ ５３－１１１１ 

    〃  御所浦支所 御所浦町３５２７ ６７－２１１１ 

    〃  倉岳支所 倉岳町棚底１９１９ ６４－３１１１ 

    〃  栖本支所 栖本町馬場１７９ ６６－３１１１ 

    〃  新和支所 新和町小宮地６６９－１ ４６－２１１１ 

    〃  五和支所 五和町御領２９４３ ３２－１１１１ 

    〃  天草支所 天草町高浜南４８８－１ ４２－１１１１ 

    〃  河浦支所 河浦町河浦５２５３ ７６－１１１１ 
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７ 高齢者虐待発見チェックリスト 

高齢者虐待発見チェックリストの例をあげました。高齢者虐待の発見には次のようなチェックリ

ストを利用することも有効です。複数のチェックに該当すると、虐待の疑いの度合いが高まります。 

 関係機関は、高齢者や養護者・家族等に虐待が疑われるサインが見られる場合には、積極的に相

談に乗って問題を理解するとともに、一つの機関で問題を抱え込まずに相談窓口等につなぐように

し、関係機関が協働して対応にあたるようにします。 

≪身体的虐待のサイン≫ 

チェック サイン例 

 身体に小さなキズが頻繁にみられる 

 大腿の内側や上腕部の内側、背中等にキズやみみず腫れがみられる 

 回復状態が様々な段階のキズ、あざ等がある 

 頭、顔、頭皮等にキズがある 

 臀部や手のひら、背中等に火傷や火傷跡がある 

 急におびえたり、恐ろしがったりする 

 「怖いから家にいたくない」等の訴えがある 

 キズやあざの説明のつじつまが合わない 

 主治医や保健、福祉の担当者に話すことや援助を受けることに躊躇する 

 主治医や保健、福祉の担当者に話す内容が変化し、つじつまがあわない 

≪心理的虐待≫ 

チェック サイン例 

 かきむしり、噛み付き、ゆすり等がみられる 

 不規則な睡眠（悪夢、眠ることへの恐怖、過度の睡眠等）を訴える 

 身体を委縮させる 

 おびえる、わめく、泣く、叫ぶなどの症状がみられる 

 食欲の変化が激しく、摂食障害（過食、拒食）がみられる 

 自傷行為がみられる 

 無力感、あきらめ、投げやりな様子になる 

 体重が不自然に増えたり、減ったりする。 

虐待が疑われる場合の「サイン」として、以下のものがあります。 

複数のものにあてはまると、疑いの度合いはより濃くなってきます。 

これは、あくまでも例示です。この他にも様々な「サイン」があることを認識しておいてください。 



24 

≪性的虐待≫ 

チェック サイン例 

 不自然な歩行や座位を保つことが困難になる 

 肛門や性器から出血やキズがみられる 

 生殖器の痛み、かゆみを訴える 

 急におびえたり、恐ろしがったりする 

 人目を避けるようになり、多くの時間を一人で過ごすことが増える 

 主治医や保健、福祉の担当者に話すことや援助を受けることを躊躇する 

 睡眠障害がある 

 通常の生活行動に不自然な変化がみられる 

≪経済的虐待のサイン≫ 

チェック サイン例 

 年金や財産収入等があることは明白なのにもかかわらず、お金がないと訴える 

 自由に使えるお金がないと訴える 

 経済的に困っていないのに、利用負担のあるサービスを利用したがらない 

 お金があるのにサービスの利用料や生活費の支払いができない 

 資産の保有状況と衣食住等生活状況との落差が激しくなる 

 預貯金が知らないうちに引き出された、通帳が盗られたと訴える 

≪ネグレクト（介護・世話に放棄放任、拒否、怠慢のサイン）≫自己放任も含む 

チェック サイン例 

 居住部屋、住居が極めて非衛生的になっている、また異臭を放っている 

 部屋に衣類やおむつ等が散乱している 

 寝具や衣服が汚れたままの場合が多くなる 

 汚れたままの下着を身につけるようになる 

 かなり褥瘡（じょくそう）ができてきている 

 身体からかなりの異臭がするようになってきている 

 適度な食事を準備されていない 

 不自然に空腹を訴える場面が増えてきている 

 栄養失調の状態にある 

 疾患の症状が明白にもかかわらず、医師の診断を受けていない 
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≪セルフネグレクト（自己放任）のサイン≫ 

チェック サイン例 

 昼間でも雨戸が閉まっている 

 電気、ガス、水道が止められていたり、新聞、テレビの受診料、家賃の支払いを滞納

している 

 配食サービス等の食事がとれていない 

 薬や届けた物が放置されている 

 ものごとや自分の周囲に関して、極度に無関心になる 

 何を聞いても「いいよ、いいよ」と言って遠慮しあきらめの態度がみられる 

 室内や住居の外にゴミがあふれていたり、異臭がしたり、虫が湧いている状態である 

≪養護者の態度にみられるサイン≫ 

チェック サイン例 

 高齢者に対して冷淡な態度や無関心さがみられる 

 高齢者の世話や介護に対する拒否的な発言がしばしみられる 

 他人の助言を聞き入れず、不適切な介護方法へのこだわりがみられる 

 高齢者に対して過度に乱暴な口のきき方をする 

 経済的に余裕があるように見えるのに、高齢者に対してお金を使わせない 

 保健、福祉の担当者と会うのを嫌うようになる 

≪地域からのサイン≫ 

チェック サイン例 

 自宅から高齢者や介護者・家族の怒鳴り声や悲鳴、うめき声・物を投げられる音が聞

こえる 

 庭や家屋の手入れがされていない、また放置の様相（草が生い茂る、壁のペンキがは

げている、ゴミがすてられている）を示している。 

 郵便受けや玄関先等が、１週間前の手紙や新聞でいっぱいになっていたり、電気メー

ターがまわっていない 

 気候や天気が悪くても、高齢者が長時間外にいる姿がしばしみられる 

 家族と同居している高齢者が、コンビニやスーパー等で、一人分のお弁当を頻繁に買

っている 

 近所づきあいがなく、訪問しても高齢者に会えない、または嫌がられる 

 高齢者が道路に座り込んでいたり、徘徊している姿がみられる 
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参考 

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 

（平成十七年十一月九日法律第百二十四号）

最終改正：平成二七年五月二九日法律第三一号 

平成二十六年六月二十五日法律第八十三号 （一部未施行）

 第一章 総則（第一条―第五条）  

 第二章 養護者による高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等（第六条―第十九条）  

 第三章 養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等（第二十条―第二十五条）  

 第四章 雑則（第二十六条―第二十八条）  

 第五章 罰則（第二十九条・第三十条）  

 附則  

第一章 総則 

（目的）  

第一条  この法律は、高齢者に対する虐待が深刻な状況にあり、高齢者の尊厳の保持にとって高齢者に対する

虐待を防止することが極めて重要であること等にかんがみ、高齢者虐待の防止等に関する国等の責務、高齢

者虐待を受けた高齢者に対する保護のための措置、養護者の負担の軽減を図ること等の養護者に対する養

護者による高齢者虐待の防止に資する支援（以下「養護者に対する支援」という。）のための措置等を定めるこ

とにより、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって高齢者の権利利益の擁

護に資することを目的とする。  

（定義等）  

第二条  この法律において「高齢者」とは、六十五歳以上の者をいう。  

２  この法律において「養護者」とは、高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等（第五項第一号の

施設の業務に従事する者及び同項第二号の事業において業務に従事する者をいう。以下同じ。）以外のもの

をいう。  

３  この法律において「高齢者虐待」とは、養護者による高齢者虐待及び養介護施設従事者等による高齢者虐

待をいう。  

４  この法律において「養護者による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。  

一  養護者がその養護する高齢者について行う次に掲げる行為 

イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 

ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人によるイ、ハ又はニに掲げる

行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。 

ハ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行

うこと。 

ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。 
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二  養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上

の利益を得ること。  

５  この法律において「養介護施設従事者等による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。  

一  老人福祉法 （昭和三十八年法律第百三十三号）第五条の三 に規定する老人福祉施設若しくは同法第二

十九条第一項 に規定する有料老人ホーム又は介護保険法 （平成九年法律第百二十三号）第八条第二十一

項 に規定する地域密着型介護老人福祉施設、同条第二十六項 に規定する介護老人福祉施設、同条第二十

七項 に規定する介護老人保健施設若しくは同法第百十五条の四十六第一項 に規定する地域包括支援セン

ター（以下「養介護施設」という。）の業務に従事する者が、当該養介護施設に入所し、その他当該養介護施設

を利用する高齢者について行う次に掲げる行為 

イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 

ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく

怠ること。 

ハ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行

うこと。 

ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。 

ホ 高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。 

二  老人福祉法第五条の二第一項 に規定する老人居宅生活支援事業又は介護保険法第八条第一項 に規定

する居宅サービス事業、同条第十四項 に規定する地域密着型サービス事業、同条第二十三項 に規定する

居宅介護支援事業、同法第八条の二第一項 に規定する介護予防サービス事業、同条第十二項 に規定する

地域密着型介護予防サービス事業若しくは同条第十六項 に規定する介護予防支援事業（以下「養介護事業」

という。）において業務に従事する者が、当該養介護事業に係るサービスの提供を受ける高齢者について行う

前号イからホまでに掲げる行為  

６  六十五歳未満の者であって養介護施設に入所し、その他養介護施設を利用し、又は養介護事業に係るサー

ビスの提供を受ける障害者（障害者基本法 （昭和四十五年法律第八十四号）第二条第一号 に規定する障害

者をいう。）については、高齢者とみなして、養介護施設従事者等による高齢者虐待に関する規定を適用する。  

（国及び地方公共団体の責務等）  

第三条  国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の迅速かつ適切な保護及び

適切な養護者に対する支援を行うため、関係省庁相互間その他関係機関及び民間団体の間の連携の強化、

民間団体の支援その他必要な体制の整備に努めなければならない。  

２  国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護並びに養護者に対する

支援が専門的知識に基づき適切に行われるよう、これらの職務に携わる専門的な人材の確保及び資質の向

上を図るため、関係機関の職員の研修等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。  

３  国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護に資するため、高齢者

虐待に係る通報義務、人権侵犯事件に係る救済制度等について必要な広報その他の啓発活動を行うものと

する。  

（国民の責務）  

第四条  国民は、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等の重要性に関する理解を深めるとともに、国又は

地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等のための施策に協力するよう努めなけれ

ばならない。  
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（高齢者虐待の早期発見等）  

第五条  養介護施設、病院、保健所その他高齢者の福祉に業務上関係のある団体及び養介護施設従事者等、

医師、保健師、弁護士その他高齢者の福祉に職務上関係のある者は、高齢者虐待を発見しやすい立場にあ

ることを自覚し、高齢者虐待の早期発見に努めなければならない。  

２  前項に規定する者は、国及び地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止のための啓発活動及び高齢者虐待

を受けた高齢者の保護のための施策に協力するよう努めなければならない。  

第二章 養護者による高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等 

（相談、指導及び助言）  

第六条  市町村は、養護者による高齢者虐待の防止及び養護者による高齢者虐待を受けた高齢者の保護のた

め、高齢者及び養護者に対して、相談、指導及び助言を行うものとする。  

（養護者による高齢者虐待に係る通報等）  

第七条  養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に

重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。  

２  前項に定める場合のほか、養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに、

これを市町村に通報するよう努めなければならない。  

３  刑法 （明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前二

項の規定による通報をすることを妨げるものと解釈してはならない。  

第八条  市町村が前条第一項若しくは第二項の規定による通報又は次条第一項に規定する届出を受けた場合

においては、当該通報又は届出を受けた市町村の職員は、その職務上知り得た事項であって当該通報又は

届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。  

（通報等を受けた場合の措置）  

第九条  市町村は、第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又は高齢者からの養護者による高齢者虐

待を受けた旨の届出を受けたときは、速やかに、当該高齢者の安全の確認その他当該通報又は届出に係る

事実の確認のための措置を講ずるとともに、第十六条の規定により当該市町村と連携協力する者（以下「高齢

者虐待対応協力者」という。）とその対応について協議を行うものとする。  

２  市町村又は市町村長は、第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又は前項に規定する届出があった

場合には、当該通報又は届出に係る高齢者に対する養護者による高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護

が図られるよう、養護者による高齢者虐待により生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認め

られる高齢者を一時的に保護するため迅速に老人福祉法第二十条の三 に規定する老人短期入所施設等に

入所させる等、適切に、同法第十条の四第一項 若しくは第十一条第一項 の規定による措置を講じ、又は、適

切に、同法第三十二条 の規定により審判の請求をするものとする。  

（居室の確保）  

第十条  市町村は、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者について老人福祉法第十条の四第一項第三号 

又は第十一条第一項第一号 若しくは第二号 の規定による措置を採るために必要な居室を確保するための

措置を講ずるものとする。  

（立入調査）  

第十一条  市町村長は、養護者による高齢者虐待により高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているお

それがあると認めるときは、介護保険法第百十五条の四十六第二項 の規定により設置する地域包括支援セ
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ンターの職員その他の高齢者の福祉に関する事務に従事する職員をして、当該高齢者の住所又は居所に立

ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。  

２  前項の規定による立入り及び調査又は質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を

携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。  

３  第一項の規定による立入り及び調査又は質問を行う権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して

はならない。  

（警察署長に対する援助要請等）  

第十二条  市町村長は、前条第一項の規定による立入り及び調査又は質問をさせようとする場合において、こ

れらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該高齢者の住所又は居所の所在地を管轄する警察署

長に対し援助を求めることができる。  

２  市町村長は、高齢者の生命又は身体の安全の確保に万全を期する観点から、必要に応じ適切に、前項の規

定により警察署長に対し援助を求めなければならない。  

３  警察署長は、第一項の規定による援助の求めを受けた場合において、高齢者の生命又は身体の安全を確

保するため必要と認めるときは、速やかに、所属の警察官に、同項の職務の執行を援助するために必要な警

察官職務執行法 （昭和二十三年法律第百三十六号）その他の法令の定めるところによる措置を講じさせるよ

う努めなければならない。  

（面会の制限）  

第十三条  養護者による高齢者虐待を受けた高齢者について老人福祉法第十一条第一項第二号 又は第三号 

の措置が採られた場合においては、市町村長又は当該措置に係る養介護施設の長は、養護者による高齢者

虐待の防止及び当該高齢者の保護の観点から、当該養護者による高齢者虐待を行った養護者について当該

高齢者との面会を制限することができる。  

（養護者の支援）  

第十四条  市町村は、第六条に規定するもののほか、養護者の負担の軽減のため、養護者に対する相談、指

導及び助言その他必要な措置を講ずるものとする。  

２  市町村は、前項の措置として、養護者の心身の状態に照らしその養護の負担の軽減を図るため緊急の必要

があると認める場合に高齢者が短期間養護を受けるために必要となる居室を確保するための措置を講ずるも

のとする。  

（専門的に従事する職員の確保）  

第十五条  市町村は、養護者による高齢者虐待の防止、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び

養護者に対する支援を適切に実施するために、これらの事務に専門的に従事する職員を確保するよう努めな

ければならない。  

（連携協力体制）  

第十六条  市町村は、養護者による高齢者虐待の防止、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び

養護者に対する支援を適切に実施するため、老人福祉法第二十条の七の二第一項 に規定する老人介護支

援センター、介護保険法第百十五条の四十六第三項 の規定により設置された地域包括支援センターその他

関係機関、民間団体等との連携協力体制を整備しなければならない。この場合において、養護者による高齢

者虐待にいつでも迅速に対応することができるよう、特に配慮しなければならない。  

（事務の委託）  
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第十七条  市町村は、高齢者虐待対応協力者のうち適当と認められるものに、第六条の規定による相談、指導

及び助言、第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又は第九条第一項に規定する届出の受理、同項

の規定による高齢者の安全の確認その他通報又は届出に係る事実の確認のための措置並びに第十四条第

一項の規定による養護者の負担の軽減のための措置に関する事務の全部又は一部を委託することができる。  

２  前項の規定による委託を受けた高齢者虐待対応協力者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であ

った者は、正当な理由なしに、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。  

３  第一項の規定により第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又は第九条第一項に規定する届出の

受理に関する事務の委託を受けた高齢者虐待対応協力者が第七条第一項若しくは第二項の規定による通報

又は第九条第一項に規定する届出を受けた場合には、当該通報又は届出を受けた高齢者虐待対応協力者又

はその役員若しくは職員は、その職務上知り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定させるものを

漏らしてはならない。  

（周知）  

第十八条  市町村は、養護者による高齢者虐待の防止、第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又は

第九条第一項に規定する届出の受理、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者の保護、養護者に対する支

援等に関する事務についての窓口となる部局及び高齢者虐待対応協力者の名称を明示すること等により、当

該部局及び高齢者虐待対応協力者を周知させなければならない。  

（都道府県の援助等）  

第十九条  都道府県は、この章の規定により市町村が行う措置の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町

村に対する情報の提供その他必要な援助を行うものとする。  

２  都道府県は、この章の規定により市町村が行う措置の適切な実施を確保するため必要があると認めるとき

は、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。  

第三章 養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等 

（養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等のための措置）  

第二十条  養介護施設の設置者又は養介護事業を行う者は、養介護施設従事者等の研修の実施、当該養介

護施設に入所し、その他当該養介護施設を利用し、又は当該養介護事業に係るサービスの提供を受ける高齢

者及びその家族からの苦情の処理の体制の整備その他の養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等

のための措置を講ずるものとする。  

（養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報等）  

第二十一条  養介護施設従事者等は、当該養介護施設従事者等がその業務に従事している養介護施設又は

養介護事業（当該養介護施設の設置者若しくは当該養介護事業を行う者が設置する養介護施設又はこれらの

者が行う養介護事業を含む。）において業務に従事する養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思

われる高齢者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。  

２  前項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者

は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなけれ

ばならない。  

３  前二項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した

者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない。  
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４  養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けた高齢者は、その旨を市町村に届け出ることができる。  

５  第十八条の規定は、第一項から第三項までの規定による通報又は前項の規定による届出の受理に関する

事務を担当する部局の周知について準用する。  

６  刑法 の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項から第三項までの規定による

通報（虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。）をすることを妨げるものと解釈してはな

らない。  

７  養介護施設従事者等は、第一項から第三項までの規定による通報をしたことを理由として、解雇その他不利

益な取扱いを受けない。  

第二十二条  市町村は、前条第一項から第三項までの規定による通報又は同条第四項の規定による届出を受

けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該通報又は届出に係る養介護施設従事者等による高齢

者虐待に関する事項を、当該養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る養介護施設又は当該養介護施設

従事者等による高齢者虐待に係る養介護事業の事業所の所在地の都道府県に報告しなければならない。  

２  前項の規定は、地方自治法 （昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項 の指定都市

及び同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市については、厚生労働省令で定める場合を除き、適用し

ない。  

第二十三条  市町村が第二十一条第一項から第三項までの規定による通報又は同条第四項の規定による届

出を受けた場合においては、当該通報又は届出を受けた市町村の職員は、その職務上知り得た事項であって

当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。都道府県が前条第一項の規定による報

告を受けた場合における当該報告を受けた都道府県の職員についても、同様とする。  

（通報等を受けた場合の措置）  

第二十四条  市町村が第二十一条第一項から第三項までの規定による通報若しくは同条第四項の規定による

届出を受け、又は都道府県が第二十二条第一項の規定による報告を受けたときは、市町村長又は都道府県

知事は、養介護施設の業務又は養介護事業の適正な運営を確保することにより、当該通報又は届出に係る高

齢者に対する養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護を図るため、老人福祉法 

又は介護保険法 の規定による権限を適切に行使するものとする。  

（公表）  

第二十五条  都道府県知事は、毎年度、養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況、養介護施設従事者等

による高齢者虐待があった場合にとった措置その他厚生労働省令で定める事項を公表するものとする。  

第四章 雑則 

（調査研究）  

第二十六条  国は、高齢者虐待の事例の分析を行うとともに、高齢者虐待があった場合の適切な対応方法、高

齢者に対する適切な養護の方法その他の高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び養護

者に対する支援に資する事項について調査及び研究を行うものとする。  

（財産上の不当取引による被害の防止等）  

第二十七条  市町村は、養護者、高齢者の親族又は養介護施設従事者等以外の者が不当に財産上の利益を

得る目的で高齢者と行う取引（以下「財産上の不当取引」という。）による高齢者の被害について、相談に応じ、

若しくは消費生活に関する業務を担当する部局その他の関係機関を紹介し、又は高齢者虐待対応協力者に、

財産上の不当取引による高齢者の被害に係る相談若しくは関係機関の紹介の実施を委託するものとする。  
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２  市町村長は、財産上の不当取引の被害を受け、又は受けるおそれのある高齢者について、適切に、老人福

祉法第三十二条 の規定により審判の請求をするものとする。  

（成年後見制度の利用促進）  

第二十八条  国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護並びに財産

上の不当取引による高齢者の被害の防止及び救済を図るため、成年後見制度の周知のための措置、成年後

見制度の利用に係る経済的負担の軽減のための措置等を講ずることにより、成年後見制度が広く利用される

ようにしなければならない。  

第五章 罰則 

第二十九条  第十七条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。  

第三十条  正当な理由がなく、第十一条第一項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項

の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは高齢者に答弁をさせず、若しくは虚

偽の答弁をさせた者は、三十万円以下の罰金に処する。  

附 則

（施行期日） 

１  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。  

（検討） 

２  高齢者以外の者であって精神上又は身体上の理由により養護を必要とするものに対する虐待の防止等のた

めの制度については、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。  

３  高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等のための制度については、この法律の施行後三年を目途として、

この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。  

附 則 （平成一八年六月二一日法律第八三号） 抄 

（施行期日） 

第一条  この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各

号に定める日から施行する。  

一  第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、

第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定 公布の日  

二  第二十二条及び附則第五十二条第三項の規定 平成十九年三月一日  

三  第二条、第十二条及び第十八条並びに附則第七条から第十一条まで、第四十八条から第五十一条まで、

第五十四条、第五十六条、第六十二条、第六十三条、第六十五条、第七十一条、第七十二条、第七十四条及

び第八十六条の規定 平成十九年四月一日  

四  第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条

から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七

十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九

十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、

第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定 平成二十年四月一日  
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五  第四条、第八条及び第二十五条並びに附則第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第二項、第十九条

から第三十一条まで、第八十条、第八十二条、第八十八条、第九十二条、第百一条、第百四条、第百七条、

第百八条、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百二十一条並びに第百二十九条の規定 平成二十年

十月一日  

六  第五条、第九条、第十四条、第二十条及び第二十六条並びに附則第五十三条、第五十八条、第六十七条、

第九十条、第九十一条、第九十六条、第百十一条、第百十一条の二及び第百三十条の二の規定 平成二十

四年四月一日  

（罰則に関する経過措置） 

第百三十一条  この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。）の施行前にした

行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を

有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定に

よりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用

については、なお従前の例による。  

（処分、手続等に関する経過措置） 

第百三十二条  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において

同じ。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定

があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってし

たものとみなす。  

２  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、

この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の

定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみ

なして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。  

（その他の経過措置の政令への委任） 

第百三十三条  附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、

政令で定める。  

附 則 （平成二〇年五月二八日法律第四二号） 抄

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  

附 則 （平成二三年六月二二日法律第七二号） 抄

（施行期日） 

第一条  この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定

める日から施行する。  

一  第二条（老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二と

する改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定（「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。）

に限る。）、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十

一条、第四十七条（東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律（平成二十三年
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法律第四十号）附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改

正規定に限る。）及び第五十条から第五十二条までの規定 公布の日  

（罰則に関する経過措置） 

第五十一条  この法律（附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為に対する

罰則の適用については、なお従前の例による。  

（政令への委任） 

第五十二条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を

含む。）は、政令で定める。  

附 則 （平成二三年六月二四日法律第七九号） 抄

（施行期日） 

第一条  この法律は、平成二十四年十月一日から施行する。  

附 則 （平成二六年六月二五日法律第八三号） 抄

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各

号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  

一  第十二条中診療放射線技師法第二十六条第二項の改正規定及び第二十四条の規定並びに次条並びに附

則第七条、第十三条ただし書、第十八条、第二十条第一項ただし書、第二十二条、第二十五条、第二十九条、

第三十一条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十一条及び第七十二条の規定 公

布の日  

三  第二条の規定、第四条の規定（第五号に掲げる改正規定を除く。）、第五条のうち、介護保険法の目次の改

正規定、同法第七条第五項、第八条、第八条の二、第十三条、第二十四条の二第五項、第三十二条第四項、

第四十二条の二、第四十二条の三第二項、第五十三条、第五十四条第三項、第五十四条の二、第五十四条

の三第二項、第五十八条第一項、第六十八条第五項、第六十九条の三十四、第六十九条の三十八第二項、

第六十九条の三十九第二項、第七十八条の二、第七十八条の十四第一項、第百十五条の十二、第百十五条

の二十二第一項及び第百十五条の四十五の改正規定、同法第百十五条の四十五の次に十条を加える改正

規定、同法第百十五条の四十六及び第百十五条の四十七の改正規定、同法第六章中同法第百十五条の四

十八を同法第百十五条の四十九とし、同法第百十五条の四十七の次に一条を加える改正規定、同法第百十

七条、第百十八条、第百二十二条の二、第百二十三条第三項及び第百二十四条第三項の改正規定、同法第

百二十四条の次に二条を加える改正規定、同法第百二十六条第一項、第百二十七条、第百二十八条、第百

四十一条の見出し及び同条第一項、第百四十八条第二項、第百五十二条及び第百五十三条並びに第百七

十六条の改正規定、同法第十一章の章名の改正規定、同法第百七十九条から第百八十二条までの改正規

定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二条第一項、第二百三条及び第二百五条並び

に附則第九条第一項ただし書の改正規定並びに同法附則に一条を加える改正規定、第七条の規定（次号に

掲げる改正規定を除く。）、第九条及び第十条の規定、第十二条の規定（第一号に掲げる改正規定を除く。）、

第十三条及び第十四条の規定、第十五条の規定（第六号に掲げる改正規定を除く。）、第十六条の規定（第六

号に掲げる改正規定を除く。）、第十七条の規定、第十八条の規定（第六号に掲げる改正規定を除く。）、第十

九条の規定並びに第二十一条中看護師等の人材確保の促進に関する法律第二条第二項の改正規定並びに
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附則第五条、第八条第二項及び第四項、第九条から第十二条まで、第十三条（ただし書を除く。）、第十四条

から第十七条まで、第二十八条、第三十条、第三十二条第一項、第三十三条から第三十九条まで、第四十四

条、第四十六条並びに第四十八条の規定、附則第五十条の規定（第六号に掲げる改正規定を除く。）、附則第

五十一条の規定、附則第五十二条の規定（第六号に掲げる改正規定を除く。）、附則第五十四条、第五十七条

及び第五十八条の規定、附則第五十九条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法

律（平成十七年法律第百二十四号）第二条第五項第二号の改正規定（「同条第十四項」を「同条第十二項」に、

「同条第十八項」を「同条第十六項」に改める部分に限る。）並びに附則第六十五条、第六十六条及び第七十

条の規定 平成二十七年四月一日  

六  第六条の規定（次号に掲げる改正規定を除く。）、第十一条の規定、第十五条中国民健康保険法第五十五

条第一項の改正規定、同法第百十六条の二第一項第六号の改正規定（「同法第八条第二十四項」を「同条第

二十五項」に改める部分に限る。）及び同法附則第五条の二第一項の改正規定、第十六条中老人福祉法第五

条の二第三項の改正規定（「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限

る。）、同条第七項の改正規定、同法第十条の四第一項第二号の改正規定（「規定する通所介護」の下に「、地

域密着型通所介護」を加える部分に限る。）、同法第二十条の二の二の改正規定（「居宅介護サービス費、」の

下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。）及び同法第二十条の八第四項の改正規定（「、小

規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。）、第十八条中高齢者の医療

の確保に関する法律第五十五条第一項第五号の改正規定（「同法第八条第二十四項」を「同条第二十五項」

に改める部分に限る。）並びに同法附則第二条及び第十三条の十一第一項の改正規定並びに第二十二条の

規定並びに附則第二十条（第一項ただし書を除く。）、第二十一条、第四十二条、第四十三条並びに第四十九

条の規定、附則第五十条中国有財産特別措置法（昭和二十七年法律第二百十九号）第二条第二項第四号ロ

の改正規定（「居宅サービス、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。）、附則第五十二

条中登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）別表第三の二十四の項の改正規定、附則第五十五条及

び第五十六条の規定、附則第五十九条の規定（第三号に掲げる改正規定を除く。）並びに附則第六十条の規

定 平成二十八年四月一日までの間において政令で定める日  

（罰則の適用に関する経過措置） 

第七十一条  この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施

行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後

にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行

為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。  

（政令への委任） 

第七十二条  附則第三条から第四十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経

過措置は、政令で定める。  

附 則 （平成二七年五月二九日法律第三一号） 抄

（施行期日） 

第一条  この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各

号に定める日から施行する。  

一  第一条の規定、第五条中健康保険法第九十条第二項及び第九十五条第六号の改正規定、同法第百五十

三条第一項の改正規定、同法附則第四条の四の改正規定、同法附則第五条の改正規定、同法附則第五条

の二の改正規定、同法附則第五条の三の改正規定並びに同条の次に四条を加える改正規定、第七条中船員

保険法第七十条第四項の改正規定及び同法第八十五条第二項第三号の改正規定、第八条の規定並びに第
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十二条中社会保険診療報酬支払基金法第十五条第二項の改正規定並びに次条第一項並びに附則第六条か

ら第九条まで、第十五条、第十八条、第二十六条、第五十九条、第六十二条及び第六十七条から第六十九条

までの規定 公布の日  

（罰則に関する経過措置） 

第六十八条  この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。）の

施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行

後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。  

（その他の経過措置の政令への委任） 

第六十九条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措

置を含む。）は、政令で定める。  


